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詳しくは，裁判所ウェブサイトをご覧ください。

　検 索簡裁　民事訴訟

 

民 事 訴 訟

ご存じですか？簡易裁判所の
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受付窓口で，手
続に関する案内
を行っています。

　訴えを起こされた人が判
決や和解で決まったことに
従わない場合は，別途，裁
判所に強制執行の申立てが
できます。詳しくは，窓口
でお尋ねください。


